
提

出

者

田

島

一

成

平
成
十
六
年
三
月
十
二
日
提
出

質

問

第

三

八

号

公
共
交
通
機
関
の
中
吊
り
広
告
の
規
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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公
共
交
通
機
関
の
中
吊
り
広
告
の
規
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
今
の
公
共
交
通
機
関
の
中
吊
り
広
告
を
見
る
に
、
週
刊
誌
等
の
出
版
広
告
の
表
現
内
容
が
、
過
度
に
性
的
に
露
骨
な
表
現

で
あ
る
も
の
が
多
い
。

関
東
交
通
広
告
協
会
で
は
、
広
告
提
出
審
査
判
断
基
準
の
基
本
と
し
て
、

・
性
に
関
す
る
表
現
が
、
露
骨
ま
た
は
挑
発
的
で
は
な
い
か
ど
う
か

・
痴
漢
な
ど
の
性
犯
罪
を
誘
発
・
助
長
す
る
よ
う
な
表
現
は
な
い
か
ど
う
か

・
男
女
の
別
な
く
不
快
の
念
を
も
た
ら
す
表
現
は
な
い
か
ど
う
か

を
掲
げ
て
い
る
が
、
現
在
の
中
吊
り
広
告
を
見
る
限
り
、
本
判
断
基
準
に
抵
触
す
る
と
断
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。

中
吊
り
広
告
は
、
乗
客
の
意
思
に
関
わ
ら
ず
目
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
性
質
を
も
ち
、
見
た
く
な
い
場
合
で
も
事
実
上
強
制

さ
れ
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
吊
り
広
告
特
有
の
性
格
に
か
ん
が
み
る
と
、
著
し
く
風
紀
を
乱
す
広
告

に
つ
い
て
は
、
他
の
広
告
媒
体
と
は
異
な
る
厳
格
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

電
車
や
バ
ス
な
ど
の
公
共
交
通
機
関
は
、
国
民
に
と
っ
て
社
会
生
活
を
営
む
上
で
日
常
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
特
に
、
青
少
年
に
と
っ
て
は
通
学
等
に
不
可
欠
な
交
通
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
公
共
交
通
機
関
は
外
国
人
に
も
頻

一



繁
に
利
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
広
告
を
野
放
し
に
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
品
位
を
大
き
く
損
な
う
こ
と
と
な
る
。

従
っ
て
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
、
観
光
立
国
の
促
進
、
痴
漢
な
ど
の
性
犯
罪
防
止
の
観
点
等
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
広
告
を

放
置
す
る
こ
と
は
決
し
て
好
ま
し
く
な
い
。
以
上
か
ら
、
政
府
に
お
い
て
は
、
公
共
交
通
機
関
の
中
吊
り
広
告
に
対
し
て
は
、

厳
正
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

政
府
に
お
い
て
は
、
現
在
の
公
共
交
通
機
関
の
中
吊
り
広
告
の
表
現
の
妥
当
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
を
し
て
い

る
か
。

二

一
例
と
し
て
、
関
東
交
通
広
告
協
会
で
は
、
広
告
提
出
審
査
判
断
基
準
を
設
け
て
は
い
る
が
、
現
状
を
見
る
限
り
、
野
放

し
状
態
に
あ
る
よ
う
に
判
断
す
る
。
自
主
規
制
が
出
来
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
広
告
審
査
を
第
三
者
に
よ
る
機
関
、

た
と
え
ば
、
所
管
省
庁
の
機
関
等
に
委
託
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
か
が
か
。

三

「
東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
」
で
は
、
知
事
は
有
害
広
告
物
に
対
す
る
措
置
の
権
限
を
有
し
て
い
る

が
、
機
能
し
て
い
な
い
。
政
府
と
し
て
ど
う
お
考
え
か
。

四

露
骨
な
性
表
現
の
中
吊
り
広
告
に
対
し
て
は
、
国
に
よ
る
、
罰
則
も
含
め
た
規
制
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


